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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第113期

第２四半期
連結累計期間

第114期
第２四半期
連結累計期間

第113期

会計期間
自　2020年４月１日
至　2020年９月30日

自　2021年４月１日
至　2021年９月30日

自　2020年４月１日
至　2021年３月31日

売上高 （百万円） 6,967 9,659 15,548

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △9 993 382

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）

（百万円） △8 699 288

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 200 882 520

純資産額 （百万円） 41,977 42,630 42,020

総資産額 （百万円） 43,878 45,493 44,743

１株当たり四半期（当期）純利

益又は１株当たり四半期純損失

（△）

（円） △0.29 25.22 10.40

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 95.7 93.7 93.9

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） 889 467 1,831

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） 2,867 △3,110 2,780

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） △337 △279 △617

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 12,050 9,786 12,686

 

回次
第113期

第２四半期
連結会計期間

第114期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　2020年７月１日
至　2020年９月30日

自　2021年７月１日
至　2021年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 0.30 12.04

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益について、第114期第２四半期連結累計期間及び第113期

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第113期第２四半期連結累計期間においては、１株当

たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に

ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1）経営成績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により引き続き厳しい状況

にあるものの、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気は緩やかに回復に向かうと期待されます。当社に

影響を与える設備投資需要は、先行きの不透明感が残るものの、機械設備向けを中心に持ち直しております。

　また、米国及び中国経済においても、設備投資需要は緩やかに増加することが期待されます。

　このような状況の中、当社グループにおきましては、設備投資需要の持ち直しにより、当第２四半期連結累計期

間の売上高は、9,659百万円（前年同四半期比38.6％増）となりました。

　利益面におきましては、売上増加に伴う粗利益の増加により営業利益は926百万円（前年同四半期は営業損失87

百万円）、経常利益は993百万円（前年同四半期は経常損失９百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は699

百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失８百万円）となりました。

　なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の

期首から適用しております。詳細につきましては、「第４　経理の状況　四半期連結財務諸表　注記事項（会計方

針の変更）」をご覧ください。

 

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

①　減速機

　国内売上は、設備投資需要の増加に伴う工作機械や周辺設備の需要回復により、4,634百万円（前年同四半期

比23.3％増）となりました。また、海外売上は、米国の景気持ち直しやIT、EV需要の増加により、米国・中国・

アジア市場が堅調に推移した結果、2,404百万円（同63.0％増）となり、減速機合計は7,039百万円（同34.5％

増）となりました。

　利益面におきましては、売上増加に伴う粗利益の増加により、セグメント利益661百万円（前年同四半期はセ

グメント損失30百万円）となりました。

②　歯車

　国内売上は、主要顧客の販売先である中国市場の活況によるロボット向け歯車の需要増加に加え、電動工具、

船外機の需要増加により、2,401百万円（同55.1％増）となりました。海外売上は、ロボット向けの売上増加に

より、145百万円（同35.3％増）となり、歯車合計は2,547百万円（同53.8％増）となりました。

　利益面におきましては、売上増加に伴う粗利益の増加により、セグメント利益252百万円（前年同四半期はセ

グメント損失106百万円）となりました。

③　不動産賃貸

　愛知県名古屋市内に賃貸マンション２棟を運営しております。売上高は72百万円（同4.4％減）、定期的な大

規模修繕工事を行ったため、セグメント利益は11百万円（同76.4％減）となりました。

 

(2）財政状態の状況

（資産）

　当第２四半期連結会計期間末における流動資産は20,594百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,780百万円減

少いたしました。これは主に現金及び預金が2,899百万円減少したことによるものであります。固定資産は24,898

百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,530百万円増加いたしました。これは主に投資有価証券が3,339百万円増

加したことによるものであります。

　この結果、総資産は、45,493百万円となり、前連結会計年度末に比べ749百万円増加いたしました。
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（負債）

　当第２四半期連結会計期間末における流動負債は2,749百万円となり、前連結会計年度末に比べ140百万円増加い

たしました。これは主に買掛金が195百万円、未払法人税等が142百万円増加し、その他に含まれている未払消費税

等が101百万円、未払金が80百万円減少したことによるものであります。固定負債は113百万円となり、前連結会計

年度末に比べ１百万円減少いたしました。

　この結果、負債合計は、2,862百万円となり、前連結会計年度末に比べ139百万円増加いたしました。

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、42,630百万円となり、前連結会計年度末に比べ610百万円

増加いたしました。これは主に、利益剰余金が427百万円、有価証券評価差額金が150百万円増加したことによるも

のであります。

　この結果、自己資本比率は93.7％（前連結会計年度93.9％）となりました。

 

(3）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前第２四半期連結会計

期間末に比べ、2,264百万円減少し、9,786百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、467百万円（前年同四半期比47.5％減）となりました。これは主に、税金等調

整前四半期純利益987百万円、減価償却費674百万円、売上債権の増加717百万円、棚卸資産の増加304百万円、法人

税等の支払額110百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、3,110百万円（前年同四半期は2,867百万円の獲得）となりました。これは主

に、有価証券の売却及び償還による収入1,500百万円、投資有価証券の取得による支出3,626百万円、有形固定資産

の取得による支出947百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、279百万円（前年同四半期比17.3％減）となりました。これは主に、配当金の

支払による支出277百万円によるものであります。

 

(4）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

(5）経営方針・経営戦略等

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(6）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

 

(7）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、170百万円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 68,256,300

計 68,256,300

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2021年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2021年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 29,194,673 29,194,673

東京証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第二部

単元株式数100株

計 29,194,673 29,194,673 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2021年７月１日～

2021年９月30日
－ 29,194 － 3,475 － 2,575
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（５）【大株主の状況】

  2021年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自
己株式を除

く。）の総数に
対する所有株式
数の割合（％）

ブラザー工業株式会社 名古屋市瑞穂区苗代町15－１ 16,685 60.17

株式会社日本カストディ銀行（信託

口）
東京都中央区晴海１－８－12 682 2.45

ニッセイ取引先持株会 愛知県安城市和泉町井ノ上１－１ 638 2.30

CGML PB CLIENT 　

ACCOUNT/COLLATERAL

（常任代理人　シティバンク、エ

ヌ・エイ東京支店）

CITIGROUP　CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY

WHARF, LONDON E14 ５LB

（東京都新宿区新宿６－27－30）

551 1.98

オリエンタルモーター株式会社 東京都台東区小島２－21－11 539 1.94

MSIP CLIENT SECURITIES

(常任代理人　モルガン・スタン

レーMUFG証券株式会社）

25 Cabot Square, Canary Wharf,　London　

E14　4QA，　U.K.

（東京都千代田区大手町１－９－７）

517 1.86

日本生命保険相互会社

（常任代理人　日本マスタートラス

ト信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内１－６－６

（東京都港区浜松町２－11－３）
387 1.39

ニッセイ従業員持株会 愛知県安城市和泉町井ノ上１－１ 287 1.03

住友生命保険相互会社

（常任代理人　株式会社日本カスト

ディ銀行）

東京都中央区築地７－18－24

（東京都中央区晴海１－８－12）
279 1.00

株式会社椿本チエイン 大阪府大阪市北区中之島３－３－３ 221 0.79

計 － 20,790 74.97

（注）１　株式会社日本カストディ銀行（信託口）の所有株式数は、全て信託業務に係る株式であります。

２　千株未満を切り捨てて表示しております。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2021年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ 単元株式数100株
普通株式 1,464,400

完全議決権株式（その他） 普通株式 27,713,300 277,133 同上

単元未満株式 普通株式 16,973 － －

発行済株式総数  29,194,673 － －

総株主の議決権  － 277,133 －

（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が900株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数９個が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2021年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数

（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

　株式会社ニッセイ

愛知県安城市和泉町井ノ上

１番地１
1,464,400 － 1,464,400 5.01

計 － 1,464,400 － 1,464,400 5.01

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,690 9,790

受取手形及び売掛金 3,428 3,860

電子記録債権 1,006 1,308

有価証券 2,600 1,599

製品 486 481

仕掛品 2,312 2,486

原材料及び貯蔵品 804 951

その他 46 114

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 23,375 20,594

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,405 5,848

機械装置及び運搬具（純額） 3,794 3,637

その他（純額） 3,385 3,348

有形固定資産合計 12,584 12,834

無形固定資産 257 244

投資その他の資産   

投資有価証券 6,765 10,104

退職給付に係る資産 78 144

繰延税金資産 154 47

その他 1,526 1,523

投資その他の資産合計 8,525 11,819

固定資産合計 21,368 24,898

資産合計 44,743 45,493

負債の部   

流動負債   

買掛金 778 974

未払費用 544 585

未払法人税等 151 293

賞与引当金 671 656

役員賞与引当金 30 20

製品保証引当金 52 8

その他 380 209

流動負債合計 2,608 2,749

固定負債   

退職給付に係る負債 84 84

資産除去債務 16 16

繰延税金負債 0 0

その他 14 12

固定負債合計 115 113

負債合計 2,723 2,862
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,475 3,475

資本剰余金 2,575 2,575

利益剰余金 36,618 37,045

自己株式 △1,288 △1,288

株主資本合計 41,380 41,807

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 414 565

繰延ヘッジ損益 △4 △4

為替換算調整勘定 235 267

退職給付に係る調整累計額 △7 △5

その他の包括利益累計額合計 639 822

純資産合計 42,020 42,630

負債純資産合計 44,743 45,493
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

売上高 6,967 9,659

売上原価 5,393 6,987

売上総利益 1,573 2,671

販売費及び一般管理費   

従業員給料 420 414

賞与引当金繰入額 112 142

役員賞与引当金繰入額 7 20

退職給付費用 19 19

その他 1,101 1,148

販売費及び一般管理費合計 1,660 1,745

営業利益又は営業損失（△） △87 926

営業外収益   

受取利息 10 9

受取配当金 10 11

為替差益 11 －

物品売却益 10 43

助成金収入 57 －

その他 8 13

営業外収益合計 108 78

営業外費用   

売上割引 28 －

為替差損 － 8

その他 1 2

営業外費用合計 30 11

経常利益又は経常損失（△） △9 993

特別利益   

固定資産売却益 0 0

リース解約益 － 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 3 6

特別損失合計 4 6

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△12 987

法人税、住民税及び事業税 8 247

法人税等調整額 △13 40

法人税等合計 △4 287

四半期純利益又は四半期純損失（△） △8 699

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△8 699
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  (単位：百万円)

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △8 699

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 197 150

繰延ヘッジ損益 △1 △0

為替換算調整勘定 12 31

退職給付に係る調整額 0 1

その他の包括利益合計 208 183

四半期包括利益 200 882

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 200 882

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：百万円)

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半

期純損失（△）
△12 987

減価償却費 749 674

賞与引当金の増減額（△は減少） △4 △14

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5 △9

製品保証引当金の増減額（△は減少） － △43

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1 1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △72 △64

受取利息及び受取配当金 △20 △21

為替差損益（△は益） △5 △11

助成金収入 △57 －

固定資産売却損益（△は益） △0 △0

リース解約益 － △0

固定資産除却損 3 6

売上債権の増減額（△は増加） 802 △717

棚卸資産の増減額（△は増加） △236 △304

その他の流動資産の増減額（△は増加） 13 △66

仕入債務の増減額（△は減少） △81 185

未払消費税等の増減額（△は減少） △127 △101

その他 △37 55

小計 907 553

利息及び配当金の受取額 26 24

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △91 △110

助成金の受取額 46 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 889 467

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却及び償還による収入 4,500 1,500

有形固定資産の取得による支出 △219 △947

有形固定資産の売却による収入 0 0

有形固定資産の除却による支出 △1 △2

無形固定資産の取得による支出 △14 △37

投資有価証券の取得による支出 △1,410 △3,626

保険積立金の解約による収入 12 3

定期預金の預入による支出 △0 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,867 △3,110

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △4 △2

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △332 △277

財務活動によるキャッシュ・フロー △337 △279

現金及び現金同等物に係る換算差額 11 22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,430 △2,900

現金及び現金同等物の期首残高 8,620 12,686

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 12,050 ※ 9,786

 

EDINET提出書類

株式会社ニッセイ(E01641)

四半期報告書

13/21



【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによ

り、主に以下の変更が生じております。

 

（１）代理人取引に係る収益認識

　一部の取引につきまして、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客

への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引につきましては、顧客から受

け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。

（２）変動対価が含まれる取引に係る収益認識

　顧客から受け取る対価のうち変動する可能性のある部分を変動対価とし、この変動対価が含まれる場合に

は、これを見積り、顧客から受け取る額から控除しております。そのため、販売費及び一般管理費の販売手数

料並びに営業外費用の売上割引につきましては変動対価に該当するため、顧客から受け取る額から控除した金

額で収益を認識することとしております。

（３）買戻契約に係る収益認識

　従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していた取引のうち、買戻契約に該当する取引につ

きましては、顧客から受け取る額から顧客へ支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。

 

　収益認識会計基準等の適用につきましては、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っており、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、

第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま

す。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従

前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりませ

ん。また、収益認識会計基準第86項また書き（１）に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首よ

り前までに行われた契約変更につきまして、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を

行い、その累積的影響額を第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

 

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は213百万円、売上原価は161百万円、販売費及び一般管理費

は16百万円減少し、営業利益は35百万円減少しております。営業外費用は31百万円減少し、経常利益及び税金

等調整前四半期純利益はそれぞれ３百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は、４百万円増

加しております。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める

経過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記

載しておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計

基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務

諸表に与える影響はありません。

 

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積り）

　わが国経済は、前連結会計年度末から引き続きワクチン接種等の感染拡大防止策が講じられておりますが、次

の感染拡大の懸念などにより、一定の経済活動抑制を余儀なくされており、当第２四半期連結会計期間において

も、その状況は大きく変わることがありませんでした。

　当社グループを取り巻く環境としましては、製造業を中心とした設備投資需要は持ち直しの動きが続いてお

り、当社グループの業績に与える経済活動の影響は限定的でありました。そのため、前事業年度の有価証券報告

書の（重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定）に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関す

る仮定からの重要な変更はありません。

　なお、上記仮定に変化が生じた場合には、将来の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

　該当事項はありません。
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（四半期連結損益計算書関係）

　該当事項はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のと

おりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年９月30日）

現金及び預金勘定 12,053百万円 9,790百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △3 △3

現金及び現金同等物 12,050 9,786

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自2020年４月１日　至2020年９月30日）

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年５月18日

取締役会
普通株式 332 12 2020年３月31日 2020年５月29日 利益剰余金

 

２　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年10月29日

取締役会
普通株式 277 10 2020年９月30日 2020年11月25日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自2021年４月１日　至2021年９月30日）

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年５月18日

取締役会
普通株式 277 10 2021年３月31日 2021年５月26日 利益剰余金

 

２　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年11月１日

取締役会
普通株式 332 12 2021年９月30日 2021年11月25日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自2020年４月１日　至2020年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 減速機 歯車 不動産賃貸 合計

売上高     

外部顧客への売上高 5,235 1,656 75 6,967

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － －

計 5,235 1,656 75 6,967

セグメント利益又はセグメント損失

（△）
△30 △106 50 △87

（注）セグメント利益又はセグメント損失の合計は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自2021年４月１日　至2021年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 減速機 歯車 不動産賃貸 合計

売上高     

外部顧客への売上高 7,039 2,547 72 9,659

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － －

計 7,039 2,547 72 9,659

セグメント利益 661 252 11 926

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

２．報告セグメントの変更等に関する情報

　（会計方針の変更）に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月

31日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事

業セグメントの売上高及び利益の測定方法を同様に変更しております。

　当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の減速機事業の売上高は114百万円、

セグメント利益は34百万円減少し、歯車事業の売上高は98百万円、セグメント利益は０百万円減少しており

ます。

 

（金融商品関係）

　金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。
 

（有価証券関係）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。
 

（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動

がありません。
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（企業結合等関係）

　該当事項はありません。

 

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年9月30日）
 

（単位：百万円）
 

 
報告セグメント

減速機 歯車 不動産賃貸 計

日本 4,634 2,401 － 7,036

米国 1,081 6 － 1,088

中国 655 108 － 764

アジア 667 4 － 672

ヨーロッパ － 25 － 25

顧客との契約から生じる収益 7,039 2,547 － 9,587

その他の収益 － － 72 72

外部顧客への売上高 7,039 2,547 72 9,659

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

至　2020年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年９月30日）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり

四半期純損失（△）
△0円29銭 25円22銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に

帰属する四半期純損失（△）（百万円）
△8 699

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益又は親会社株主に帰属する

四半期純損失(△)（百万円）

△8 699

普通株式の期中平均株式数（千株） 27,730 27,730

(注)　当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当た

り四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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（重要な後発事象）

　（ブラザー工業株式会社による当社株式に対する公開買付け）

　当社は、2021年11月８日開催の取締役会において、ブラザー工業株式会社（以下「公開買付者」といいま

す。）による当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関して、本公開買付

けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対し本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議をいた

しました。なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により当社の株主を

公開買付者のみとすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として

行われたものです。

 

（１）公開買付者の概要

①　名称　　　　　　　　　ブラザー工業株式会社

②　所在地　　　　　　　　愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15番１号

③　代表者の役職・氏名　　代表取締役社長　佐々木　一郎

④　事業内容　　　　　　　情報通信機器、電子文具、家庭用ミシン、工業用ミシン、工作機械、

　　　　　　　　　　　　　業務用通信カラオケ機器等の製造・販売等

⑤　資本金　　　　　　　　19,209百万円

⑥　設立年月日　　　　　　1934年１月15日

 

（２）本公開買付けの概要

①　買付け等の期間

2021年11月９日（火）から2021年12月21日（火）まで（30営業日）

②　買付け等の価格

普通株式１株につき、1,500円

③　買付け予定の株券等の数

買付予定数　　　　　11,044,628株

買付予定数の下限　　 1,801,242株

買付予定数の上限　　　　　　－株

④　決済の開始日

2021年12月28日（火）

 

２【その他】

　2021年11月１日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額 332百万円

(ロ）１株当たりの金額 12円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日 2021年11月25日

（注）　2021年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

  2021年11月12日

株式会社　ニッセイ   

取　締　役　会　御中   

 

 有限責任監査法人　トーマツ 

 名 古 屋 事 務 所  

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 増　　見　　彰　　則　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 北　　岡　　宏　　仁　　㊞

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ニッセイ

の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間（2021年7月1日から2021年9月30日ま

で）及び第2四半期連結累計期間（2021年4月1日から2021年9月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期

連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記に

ついて四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ニッセイ及び連結子会社の2021年9月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

強調事項

　重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は2021年11月8日の取締役会において、ブラザー工業株式

会社による会社の普通株式に対する公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、会社の株主に対し公開買付けへの応募

を推奨する旨を決議した。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュ

ー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施

される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

(注) １　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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